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(57)【要約】
　主翼上面（２２）、主翼下面（２３）、および空気力
学形状エリア（２１）を有する主翼（２０）と、主翼に
統合される補助翼（１０）と、下面に配置されるスロッ
ト可変装置（１６）とを備える航空機翼。補助翼は、後
退状態から伸展すると、主翼と補助翼の間のスロット領
域（９）を開く。スロット可変装置（１６）は、補助翼
が伸展状態の場合に補助翼（１０）もしくは主翼（２０
）の空気力学的プロファイルの一部をなし、補助翼が後
退状態の場合に主翼と補助翼の間のスロット領域（９）
を下面において少なくとも部分的に覆う。スロット可変
装置（１６）は、補助翼が伸展状態の場合に補助翼（１
０）または主翼（２０）の空気力学的プロファイルの一
部をなす湾曲構造と、補助翼が後退状態の場合に主翼と
補助翼の間のスロット領域（９）を下面において少なく
とも部分的に覆う伸展構造との間で可変である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主翼（２０）と、前記主翼（２０）に統合される補助翼（１０）と、前記補助翼（１０
）の下面に配置されるスロット可変装置（１６；２６；３６；４６）とを備える航空機翼
であって、
　前記主翼（２０）は、主翼上面（２２）と、主翼下面（２３）と、流れ（Ｓ）に面する
主翼ノーズエリア（２１）とを有し、
　前記補助翼（１０）は、前記流れ（Ｓ）に面する補助翼ノーズエリア（１１）と、前記
主翼ノーズエリア（２１）に面する補助翼背面領域（１２）とを有し、前記補助翼（１０
）は、前記主翼ノーズエリア（２１）と前記補助翼背面領域（１２）の間のスロット（９
）が変化すると、後退状態と伸展状態の間を移動可能であり、
　前記スロット可変装置（１６；２６；３６；４６）は、前記補助翼（１０）が伸展状態
の場合に前記補助翼の輪郭に沿い、前記補助翼（１０）が後退状態の場合に前記主翼（２
０）と前記補助翼（１０）の間のスロット領域（９）を下面において少なくとも部分的に
覆い、
　前記スロット可変装置（１６；２６；３６；４６）は、前記補助翼ノーズエリア（１１
）と前記補助翼背面領域（１２）の間のプロファイル遷移部に配置され、
　前記プロファイル遷移部は、前記補助翼（１０）が伸展状態の場合に湾曲した空気力学
的プロファイルの一部をなす湾曲構造と、前記補助翼（１０）が後退状態の場合に前記主
翼（２０）と前記補助翼（１０）の間のスロット領域（９）を下面において少なくとも部
分的に覆う伸展構造との間で可変であり、
　前記スロット可変装置（１６；２６；３６；４６）は、翼のプロファイル翼弦方向の少
なくとも所々で弾性的に曲がるように設計されるか、あるいは前記スロット可変装置（１
６）の曲率が柔軟に可変することを特徴とする、航空機翼。
【請求項２】
　前記プロファイル翼弦方向において、前記スロット可変装置（１６）の前端は、前記補
助翼（１０）に固定される、請求項１記載の航空機翼。
【請求項３】
　前記プロファイル翼弦方向において、前記スロット可変装置（２６；３６；４６）の前
端は、前記補助翼（１０）に対して翼幅方向に延びる軸線周りに回転可能なように搭載さ
れ、
　前記補助翼（１０）が伸展状態の場合に前記補助翼ノーズエリア（１１）から前記補助
翼背面領域（１２）までの湾曲したプロファイル遷移部をなす湾曲部（２６；３８；４８
）を備え、
　前記補助翼（１０）が後退状態の場合、前記主翼（２０）と前記補助翼（１０）の間の
スロット領域（ｇ）を下面において少なくとも部分的に覆う伸展部（２９；３９；４９）
を、前記プロファイル翼弦方向の後端に備える、請求項１または２記載の航空機翼。
【請求項４】
　前記スロット可変装置（１６；２６；３６；４６）は、前記主翼（２０）と前記補助翼
（１０）の間に作用する空気力学的な力によって、前記湾曲構造と前記伸展構造の間で可
変にされる、請求項１乃至３何れか一項記載の航空機翼。
【請求項５】
　前記スロット可変装置（１６；２６；３６；４６）は、前記スロット可変装置（１６；
２６；３６；４６）に連結された駆動装置（１７；２７；３７；４７）によって、前記湾
曲構造と前記伸展構造の間で可変にされる、請求項１乃至３何れか一項記載の航空機翼。
【請求項６】
　前記駆動装置（３７）は、前記スロット可変装置（２６）に配置される、請求項５記載
の航空機翼。
【請求項７】
　前記駆動装置（３７）は、前記補助翼ノーズエリア（１１）から前記補助翼背面領域（
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１２）までの湾曲したプロファイル遷移部をなす、前記スロット可変装置（２６）の湾曲
部（２８）に配置される、請求項６記載の航空機翼。
【請求項８】
　前記駆動装置（４７）は、前記補助翼（１０）の伸展時と後退時に前記スロット可変装
置（４６）が正方向の動作を行う場合、前記主翼（２０）に対する前記補助翼（１０）の
移動に、運動学的に連結される、請求項５乃至７何れか一項記載の航空機翼。
【請求項９】
　前記駆動装置（４７）は、前記補助翼（１０）が前記主翼（２０）に統合されるのに用
いられるレールに、運動学的に連結される、請求項８記載の航空機翼。
【請求項１０】
　主翼（２０）と、前記主翼（２０）の背面に配置される補助翼（７０）と、スロット可
変装置（７６）とを備える航空機翼であって、
　前記主翼（２０）は、主翼上面（２２）と、主翼下面（２３）と、空気力学的形状の主
翼背面領域（２５）とを有し、
　前記補助翼（７０）は前記主翼（２０）に統合され、前記補助翼（７０）は、前記主翼
背面領域（２５）に面する空気力学的形状の補助翼ノーズエリア（７１）を有し、前記補
助翼（７０）は、後退状態と伸展状態の間で移動することによって、前記主翼背面領域（
２５）と前記補助翼ノーズエリア（７１）の間のスロット領域（７９）を開くことができ
、
　前記スロット可変装置（７６）は前記主翼背面領域に配置され、前記スロット可変装置
（７６）は、前記補助翼（７０）の伸展時には前記主翼（２０）の空気力学的プロファイ
ルの一部をなし、前記補助翼（７０）が後退状態の場合に前記スロット可変装置（７６）
が前記主翼下面（２３）と前記主翼背面領域（２５）の間のプロファイル遷移部に配置さ
れた状態で、前記主翼（２０）と前記補助翼（７０）の間のスロット領域（７９）を下面
において少なくとも部分的に覆い、前記スロット可変装置（７６）は、前記補助翼（７０
）が伸展状態の場合に前記主翼下面（２３）から前記主翼背面領域（２５）までの湾曲し
たプロファイル遷移部において前記主翼（２０）の空気力学的プロファイルの一部をなす
湾曲構造と、前記補助翼（７０）が後退状態の場合に前記主翼（２０）と前記補助翼（７
０）の間のスロット領域（７９）を下面において少なくとも部分的に覆う伸展構造との間
で可変であり、
　前記スロット可変装置（７６）は、翼のプロファイル翼弦方向の少なくとも所々で弾性
的に曲がるように設計されるか、あるいは前記スロット可変装置（７６）の曲率が柔軟に
可変することを特徴とする、航空機翼。
【請求項１１】
　前記プロファイル翼弦方向において、前記スロット可変装置（７６）の前端は、前記補
助翼（２０）に固定される、請求項１０記載の航空機翼。
【請求項１２】
　前記プロファイル翼弦方向において、前記スロット可変装置（７６）の前端は、前記ス
ロット可変装置（７６）が前記補助翼（２０）に対して翼幅方向に延びる軸線周りに回転
可能になるよう搭載され、
　前記補助翼（７０）が伸展状態の場合に前記主翼下面（２３）から前記補助翼背面領域
（２５）までの湾曲したプロファイル遷移部をなす湾曲部（７８ａ）を備え、
　前記補助翼（７０）が後退状態の場合、前記主翼（２０）と前記補助翼（７０）の間の
スロット領域（７９）を下面において少なくとも部分的に覆う伸展部（７８ｂ）を、前記
プロファイル翼弦方向の後端に備える、請求項１０または１１記載の航空機翼。
【請求項１３】
　前記スロット可変装置（７６）は、前記主翼（２０）と前記補助翼（１０）の間に作用
する空気力学的な力によって、前記湾曲構造と前記伸展構造の間で可変にされる、請求項
１０乃至１２何れか一項記載の航空機翼。
【請求項１４】
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　前記スロット可変装置（７６）は、前記スロット可変装置に連結された駆動装置によっ
て、前記湾曲構造と前記伸展構造の間で可変にされる、請求項１０乃至１２何れか一項記
載の航空機翼。
【請求項１５】
　前記駆動装置は、前記スロット可変装置（７６）に配置される、請求項１４記載の航空
機翼。
【請求項１６】
　前記駆動装置は、前記主翼下面（２３）から前記主翼背面領域（２５）までの湾曲した
プロファイル遷移部をなす前記スロット可変装置（７６）の湾曲部（７８ｂ）に配置され
る、請求項１５記載の航空機翼。
【請求項１７】
　前記駆動装置は、前記前記補助翼（７０）の伸展時と後退時に前記スロット可変装置（
７６）が正方向の動作を行う場合、前記主翼（２０）に対する前記補助翼（７０）の移動
に、運動学的に連結される、請求項１４乃至１６何れか一項記載の航空機翼。
【請求項１８】
　前記駆動装置は、前記補助翼（７０）が前記主翼（２０）に統合されるのに用いられる
レールに、運動学的に連結される、請求項１７記載の航空機翼。
【請求項１９】
　前記スロット開閉装置（１６；２６；３６；４６）を操作するために、操作装置（４）
が設けられ、
　前記操作装置（４）は、迎角もしくは速度の機能として、または迎角もしくは速度と同
等のパラメータ機能として、流れが通過するスロット（９）を開くのに用いられる制御装
置（６）を備える、請求項１乃至１８何れか一項記載の航空機翼。
【請求項２０】
　フラップは前縁スラットである、請求項１乃至１９何れか一項記載の航空機翼。
【請求項２１】
　高揚力フラップは後縁フラップである、請求項１乃至１９何れか一項記載の航空機翼。
【請求項２２】
　前記航空機翼は、制御装置（６）、第１アクチュエータ装置（５ａ）、および第２アク
チュエータ装置（５ｂ）を伴う操作装置（４）を有し、
　前記制御装置（６）は、フラップ２を駆動する前記第１アクチュエータ装置（５ａ）に
第１命令線（８ａ）によって接続され、スロット開閉装置を駆動する前記第２アクチュエ
ータ装置（５ｂ）に第２命令線（８ｂ）によって接続され、
　前記制御装置（６）は、前記第１アクチュエータ装置（５ａ）の動作信号と、前記第２
アクチュエータ装置（５ｂ）の動作信号とを生成する作動命令機能を有する、請求項１乃
至２０何れか一項記載の航空機翼。
【請求項２３】
　前記作動命令機能は、航空機システム装置から操作データを受信するための入力モジュ
ールを備え、
　前記作動命令機能は、これらの入力データに基づき、フラップ位置とスロット開閉装置
の位置とを計算し、計算したフラップ位置とスロット開閉装置の位置とを、前記第１アク
チュエータ装置（５ａ）と前記第２アクチュエータ装置（５ｂ）とに送信する機能を含む
、請求項２２記載の航空機翼。
【請求項２４】
　前記操作データは、飛行状態、または航空機の操作システムモードを定義する、請求項
２３記載の航空機翼。
【請求項２５】
　前記操作データは、高度、航空機位置、および速度のうちの少なくとも１つを含む、請
求項２４記載の航空機翼。
【請求項２６】
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　前記操作データは、航空機の安全データを含む、請求項２４または２５記載の航空機翼
。
【請求項２７】
　前記操作データは、前記第２アクチュエータ装置（５ｂ）を閉位置または開位置にする
命令を含む、請求項２５または２６記載の航空機翼。
【請求項２８】
　前記操作装置は、予め定義された操作データが、フラップの公称位置とスロット開閉装
置の公称位置の少なくとも一つに関係して設定されたテーブルを有し、
　前記操作装置は比較機能を有し、前記比較機能によって、受信した操作データに基づき
、フラップ位置とスロット開閉装置の位置の少なくとも一つ、すなわちどの位置が命令さ
れているかを識別し、
　前記操作装置は、フラップとスロット開閉装置の少なくとも一つへの伝送のために、フ
ラップ位置とスロット開閉装置の位置の少なくとも一つを、命令装置に送信する機能、あ
るいはフラップ位置とスロット開閉装置の位置の少なくとも一つを、フラップとスロット
開閉装置の少なくとも一つに送信する機能とを含むことを特徴とする、請求項２１乃至２
７何れか一項記載の航空機翼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部と、請求項１２の前提部とに記載の航空機翼に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える航空機翼が開示されてい
る。主翼は、主翼上面と、主翼下面と、そして空気力学的形状の主翼ノーズエリアとを有
する。補助翼は、流れ方向の前方に位置する空気力学的形状の補助翼ノーズエリアと、主
翼ノーズエリアに面する空気力学的形状の補助翼背面領域とを有する。揚力を増加すべく
、補助翼は、主翼ノーズエリアと補助翼背面領域の間で後退状態から伸展され、その結果
、スロットが開く（これによって、スラットの下面から主翼上面に空気を案内する）。位
置可変なシール要素が、補助翼下面に配置される。シール要素は、補助翼の後退時に空気
力学的プロファイルの一部を形成し、補助翼が後退状態の場合に主翼と補助翼の間のスロ
ットを下面で覆う。シール要素としては、剛性のあるフラップが設けられる。フラップは
、空気力学的形状の補助翼ノーズエリアの主要部と、補助翼背面領域の一部をなす。シー
ル要素は、仮想プロファイルにおいて、主翼に向かう先端円の中心点の周りに旋回可能で
ある。スラットが後退すると、シール要素はスラットと主翼の間に残るスロットを覆い、
プロファイルの輪郭をなす。請求項１の前提部で理解されるように、このような翼を前提
とする。
【０００３】
　特許文献２には、主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える航空機翼が開示されてい
る。補助翼の後退時に、補助翼背面での渦形成によって生じる空気力学的雑音を低減する
ために、分離表面が設けられる。分離表面は、補助翼の後退時に、補助翼と主翼の間のス
ロット領域に移動可能である。特許文献２に記載の一実施形態において、分離表面は、補
助翼ノーズエリアの下端で、可変位置フラップによって形成される。補助翼は、スラット
の後退時に補助翼背面領域に折り込まれ、スラットの伸展時にはスラットと主翼の間のス
ロットに折り込まれる。これによって、補助翼下面の空気力学的プロファイルが長くなる
。
【０００４】
　主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える同様の航空機翼として、特許文献３に記載
のものが知られている。この航空機翼は、補助翼（スラット）が伸展状態の場合に補助翼
背面での渦形成によって生じる空気力学的雑音を低減するために、補助翼ノーズエリアの
下端に可変位置フラップを備える。可変位置フラップは、スラットの後退時にはスラット
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背面領域に折り込まれ、スラットの伸展時にはスラットと主翼の間のスロットに折り込ま
れる。これによって、補助翼の下面の空気力学的プロファイルが長くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第１４－８１－５７８号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０－２００４－０５８－５３７号明細書
【特許文献３】独国特許発明第１９９－２５－５６０－８４号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１０－２００４－０５６－５３７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、主翼、補助翼、および可変位置シール要素を備え、特に着陸進入時に
生じるノイズを大幅に低減するよう改善された翼を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、請求項１記載の特徴を有する翼によって達成される。また、請求項１
２記載の特徴を有する翼によって達成される。本発明の翼の効果的な実施形態と利点は、
それぞれ従属請求項に明記される。
【０００８】
　本発明によると、主翼上面、主翼下面、および空気力学的形状の主翼ノーズエリアを有
する主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える航空機翼が提供される。補助翼は、流れ
に面する空気力学的形状の補助翼ノーズエリアと、主翼ノーズエリアに面する空気力学的
形状の補助翼背面領域とを有する。補助翼は、後退状態から伸展すると、主翼ノーズエリ
アと補助翼背面領域の間のスロット領域を開くことができる。スロット領域には、可変位
置シール要素が設けられる。この可変位置シール要素は、補助翼の下面に配置され、補助
翼が伸展状態の場合に空気力学的プロファイルの一部をなし、補助翼が後退状態の場合に
主翼と補助翼の間のスロット領域を下面において少なくとも部分的に覆う。本発明による
と、シール要素は、補助翼ノーズエリアとは別に形成され、補助翼ノーズエリアと補助翼
背面領域の間のプロファイル遷移部に配置される。また、シール要素は、補助翼が伸展状
態の場合に補助翼ノーズエリアから補助翼背面領域までのプロファイル遷移部の湾曲した
補助翼空気力学的プロファイルの一部をなす湾曲構造と、補助翼が後退状態の場合に主翼
と補助翼の間のスロット領域を下面において少なくとも部分的に覆う後退状態との間で可
変である。
【０００９】
　本発明による翼の実施形態の利点は、補助翼が伸展状態の場合に揚力増加を最大にする
のに最適なプロファイルを有するだけではなく、補助翼が後退状態の場合に良好な飛行特
性と飛行性能を得るのに最適なプロファイル形状を有することである。
【００１０】
　本発明による翼の別の利点として、上反りのテーパ（ｃａｍｂｅｒｅｄ　ｔａｐｅｒ）
の複数の補助翼（「スラットフック」ともいう）の背面のために補助翼が伸展したときに
生じるノイズ、特に着陸進入時に生じるノイズが、湾曲したシール要素によって低減され
ると考えられる。湾曲したシール要素は、伸展状態において、急な変化や途切れのない形
状で補助翼背面をなす。これによって、スロット領域での渦形成が大幅に抑制され、ノイ
ズの生成が抑制される。同時に、補助翼が後退した場合、特に巡航飛行においては、主翼
と補助翼の間のスロットをつなぐことによって、下面の輪郭は滑らかなプロファイルとな
り、最適な空気力学的性質が保証される。
【００１１】
　本発明の翼の一実施形態によると、シール要素は、翼のプロファイル翼弦方向の少なく
とも所々で弾性的に曲がるように設計され、調節可能な形状にされる。これによって、シ
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ール要素の故障時でも、補助翼の伸展と後退が確実に行える。
【００１２】
　本発明の翼の一実施形態によると、空気力学的プロファイルの一部を、補助翼の伸展時
には湾曲構造を形成するように、また補助翼が後退状態の場合に主翼と補助翼の間のスロ
ット領域を下面において少なくとも部分的に覆う伸展構造を形成するように、シール要素
の曲率は柔軟に可変する。計算によって明らかなように、湾曲したシール要素によって形
成されるような、急な変化や途切れのない補助翼背面は、渦形成を抑制し、ノイズを大幅
に低減できる。
【００１３】
　一実施形態によると、プロファイル翼弦方向において、シール要素の前端は、補助翼に
固定される。
　本発明の翼の別の実施形態によると、プロファイル翼弦方向において、シール要素の前
端は、翼幅方向に延びる軸線周りに回転可能になるように、補助翼に搭載される。あるい
は流れ方向に対して横断するように搭載される。シール要素の前端は、補助翼が伸展状態
の場合に補助翼ノーズエリアから補助翼背面領域までの湾曲したプロファイル遷移部をな
す湾曲部を備える。プロファイル翼弦方向の後端には、補助翼が後退状態の場合に主翼と
補助翼の間のスロット領域を下面において覆う伸展部を備える。
【００１４】
　本発明の翼の一実施形態によると、シール要素は、補助翼が伸展状態の場合に補助翼ノ
ーズエリアから補助翼背面領域までのプロファイル遷移部が湾曲した、補助翼の空気力学
的プロファイルの一部をなす湾曲構造と、補助翼が後退状態の場合に主翼と補助翼の間に
作用する空気力学的な力によって主翼と補助翼の間のスロット領域を下面において少なく
とも部分的に覆う伸展構造との間で、可変であってもよい。
【００１５】
　本発明の翼の別の実施形態によると、シール要素は、シール要素に連結される駆動装置
によって、湾曲構造と伸展構造の間で可変であってもよい。湾曲構造とは、補助翼が伸展
状態の場合に補助翼ノーズエリアから補助翼背面領域までのプロファイル遷移部が湾曲し
た、補助翼の空気力学的プロファイルの一部をなす構造である。伸展構造とは、補助翼が
後退状態の場合に、主翼と補助翼の間のスロット領域を下面において少なくとも部分的に
覆う構造である。
【００１６】
　この場合、駆動装置は、シール要素に配置されてもよい。
　駆動装置は、補助翼ノーズエリアから補助翼背面領域までの湾曲したプロファイル遷移
部をなす、シール要素の湾曲部に配置されてもよい。
【００１７】
　本発明の翼の一実施形態によると、駆動装置は、補助翼の伸展時と後退時にシール要素
が正方向の動作を行う場合、主翼に対する補助翼の移動に、運動学的に連結される。
　特に駆動装置は、補助翼が主翼に統合されるのに用いられるレールに、運動学的に連結
される。
【００１８】
　本発明の別の実施形態によると、主翼上面、主翼下面、および空気力学的形状の主翼背
面領域を有する主翼と、主翼背面に配置される補助翼とを備える航空機翼が提供される。
補助翼は、主翼に統合される。補助翼は、主翼背面領域に面する空気力学的形状の補助翼
ノーズエリアを有する。補助翼は、後退状態と伸展状態の間で移動することによって、主
翼背面領域と補助翼ノーズエリアの間のスロットを開くことができる。本発明によると、
可変位置シール要素は、主翼背面に配置される。可変位置シール要素は、補助翼の伸展時
に主翼の空気力学的プロファイルの一部をなし、補助翼が後退状態の場合にシール要素が
主翼下面と主翼背面領域の間のプロファイル遷移部に配置された状態で、主翼と補助翼の
間にあるスロット領域を下面において少なくとも部分的に覆う。またシール要素は、補助
翼が伸展状態の場合に主翼下面から主翼背面領域までのプロファイル遷移部が湾曲した主
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翼空気力学的プロファイルの一部をなす湾曲構造と、補助翼が後退状態の場合に主翼と補
助翼の間のスロット領域を下面において少なくとも部分的に覆う伸展構造との間で可変で
ある。
【００１９】
　本発明による翼の設計の利点は、本実施形態で用いられるように、補助翼が後退状態の
場合に揚力増加を最大にするのに最適なプロファイルを有するだけではなく、補助翼が後
退状態の場合に良好な飛行特性と飛行性能を得るのに最適なプロファイル形状を有するこ
とである。
【００２０】
　本発明の翼の別の利点として、補助翼が伸展状態の場合に生じるノイズ、特に着陸進入
時に生じるノイズを、湾曲したシール要素によって大幅に低減できる。湾曲したシール要
素によって、主翼背面は、伸展状態において急な変化や途切れのない形状を有することが
できる。これによって、スロット領域での渦形成が大幅に抑制され、ノイズの生成が抑制
される。同時に、補助翼が後退した場合、特に巡航飛行においては、主翼と補助翼の間の
スロットをつなぐことによって、下面の輪郭が滑らかなプロファイルとなり、最適な空気
力学的性質が保証される。
【００２１】
　本発明の翼の一実施形態によると、シール要素は、翼のプロファイル翼弦方向の少なく
とも所々で弾性的に曲がるように設計され、調節可能な形状にされる。これによって、シ
ール要素の故障時でも、補助翼の伸展と後退が確実に行える。
【００２２】
　本発明の翼の一実施形態によると、湾曲構造において補助翼が伸展した場合に空気力学
的プロファイルの一部をなすように、また伸展構造において補助翼が後退状態の場合に主
翼と補助翼の間のスロット領域を下面において少なくとも部分的に覆うように、シール要
素の曲率は柔軟に可変する。この場合においても計算によって明らかなように、湾曲した
シール要素によって形成され、急な変化や途切れのない補助翼背面は、渦形成を抑制し、
ノイズを大幅に低減できる。
【００２３】
　一実施形態によると、プロファイル翼弦方向において、シール要素の前端は主翼に固定
される。
　本発明の主翼の一実施形態によると、プロファイル翼弦方向において、シール要素の前
端は、翼幅方向に延びる軸線周りに回転可能になるよう、補助翼に対して搭載される。ま
た、補助翼が伸展状態の場合に主翼下面から主翼背面領域までの湾曲したプロファイル遷
移部をなす湾曲部を備える。プロファイル翼弦方向の後端には、補助翼が後退状態の場合
に主翼と補助翼の間のスロット領域を下面において覆う伸展部を備える。
【００２４】
　一実施形態によると、シール要素は、主翼と補助翼の間に作用する空気力学的な力によ
って、湾曲構造と伸展構造の間で可変にされる。
　別の実施形態によると、シール要素は、シール要素に連結された駆動装置によって、湾
曲構造と伸展構造の間で可変にされる。
【００２５】
　一実施形態によると、駆動装置は、シール要素に配置される。
　一実施形態によると、駆動装置は、主翼下面から主翼背面領域までの湾曲したプロファ
イル遷移部をなす、シール要素の湾曲部に配置される。
【００２６】
　本発明の翼の一実施形態によると、駆動装置は、補助翼の伸展時と後退時にシール要素
が正方向の動作を行う場合、主翼に対する補助翼の移動に運動学的に連結される。
　この場合、駆動装置は、補助翼が主翼に統合されるのに用いられるレールに、運動学的
に連結されてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態による、主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える航空
機翼の断面概略図において、図１（ａ）は、伸展位置にある補助翼のみを示す図。図１（
ｂ）は、主翼と、後退位置にある補助翼とを示す図。
【図２】本発明の第１実施形態の第１変形例による、主翼と、主翼に統合される補助翼と
を備える航空機翼の概略断面図において、図２（ａ）は、伸展位置にある補助翼のみを示
す図。図２（ｂ）は、主翼と、後退位置にある補助翼とを示す図。
【図３】本発明の第１実施形態の第２変形例による、主翼と、主翼に統合される補助翼と
を備える航空機翼の概略断面図において、図３（ａ）は、伸展位置にある補助翼のみを示
す図。図３（ｂ）は、主翼と、後退位置にある補助翼とを示す図。
【図４】図４（ａ）と図４（ｂ）は、それぞれ補助翼の別の実施形態における変形例の概
略断面図。
【図５】本発明の第２実施形態の第２変形例による、主翼と、主翼に統合される補助翼と
を備える航空機翼の概略断面図において、図５（ａ）、図５（ｂ）、および図５（ｃ）は
、それぞれプロファイル形状が異なる変形例として、伸展位置にある補助翼のみを示す図
。図５（ｄ）は、主翼と後退位置にある補助翼とを示す図。
【図６】本発明の第３実施形態による、主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える航空
機翼の概略断面図において、図６（ａ）は、伸展位置にある補助翼のみを示す図。図６（
ｂ）は、主翼と、後退位置にある補助翼とを示す図。
【図７】図７（ａ）と図７（ｂ）はそれぞれ、本発明の第２実施形態による、主翼と、主
翼に統合される補助翼とを備える航空機翼の概略断面図であり、故障時の損傷許容性を説
明する図。
【図８】図８（ａ）、図８（ｂ）、および図８（ｃ）は、それぞれ本発明の第４実施形態
による、主翼と、異なる位置にあり、主翼に統合される補助翼とを備える航空機翼の概略
断面図。補助翼の伸展時と後退時にシール要素が正方向の動作を行うように、主翼に対す
る補助翼の移動に駆動装置が運動学的に連結されている図。
【図９】本発明の更に別の実施形態による、主翼と、主翼に統合される補助翼とを備える
航空機翼の概略断面図において、図９（ａ）は、伸展位置にある補助翼のみを示す図。図
９（ｂ）は、主翼と、後退位置にある補助翼とを示す図。
【図１０】本発明による操作装置の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図面を参照し、本発明の好適な実施形態を以下に説明する。
　図１～図８は、上面すなわち上面領域２２（吸引側）と、下面すなわち下面領域２３（
圧迫側）と、空気力学的形状の主翼ノーズエリア２１とを有する主翼２０を備える航空機
翼の各種実施形態を示す。スラットすなわち補助翼１０は、主翼２０に統合される。また
補助翼１０は、流れ方向の前方に位置する空気力学的形状の補助翼ノーズエリア１１と、
主翼ノーズエリア２１に面する空気力学的形状の補助翼背面領域１２とを有する。補助翼
１０は、揚力を増加すべく、後退位置から伸展してスロット（スロット領域）９を開くこ
とができ、主翼ノーズエリア２１と、補助翼背面領域１２との間で、スラットの下面から
主翼の上面に空気を案内する。あるいは補助翼１０は、後退状態と、一つまたは複数の伸
展状態との間で移動可能である。
【００２９】
　移動可能である、または位置および／もしくは形状が可変であるシール要素１６；２６
；３６；４６、あるいは変形可能なスロット可変（シール）装置、あるいは二つの位置間
で変形可能なシール装置が、補助翼１０の下面に配置される。補助翼１０が伸展状態の場
合に、シール装置は、空気力学的プロファイルの一部、すなわち空気力学的プロファイル
の表面の一部をなす。あるいはシール装置は、補助翼１０のプロファイル表面の少なくと
も所々で停止（ｒｅｓｔ）する。補助翼１０が後退状態の場合、シール装置は、補助翼１
０の後退時に主翼２０と補助翼１０の間に残るスロット９を、主翼下面２３もしくは補助
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翼下面２３ａにおいて、部分的にもしくは全体的に覆う。シール要素もしくはスロット可
変装置１６；２６；３６；４６は、補助翼１０の領域である、流れに面する表面領域もし
くは補助翼ノーズエリア１１と、流れに遠隔的に面する表面領域もしくは補助翼背面領域
１２との間において、流れＳが入ってくると思われる側のプロファイル遷移部に配置され
る。シール要素１６；２６；３６；４６は可変であり、補助翼１０の少なくとも所々で停
止する構造、すなわち補助翼１０が伸展状態の場合に補助翼ノーズエリア１１から補助翼
背面領域１２までのプロファイル遷移部が湾曲した、空気力学的プロファイルの一部をな
す後退構造もしくは湾曲構造と、補助翼が後退状態の場合に主翼２０と補助翼１０の間の
スロット領域９を下面において覆う伸展構造もしくはスロット作用構造との間で、可変か
つ移動可能である。シール装置１６；２６；３６；４６の実施形態、特にその移動能力も
しくは変形能力によっては、シール装置１６；２６；３６；４６は、補助翼１０が後退状
態の場合、主翼２０と補助翼１０の間のスロット９を主翼２０の下面において、程度の差
はあれ、全体的にもしくは部分的に閉じることができる。具体的にはスロット作用状態は
、スロット可変装置がスロット９を閉じるスロット閉状態であってもよい。
【００３０】
　スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、長手方向Ｌにおいて、主翼下面２３と補
助翼下面２３ａに面する端部１６ａで補助翼１０に固定される。このため、スロット可変
装置１６；２６；３６；４６の移動状態が変わると、第１端部１６ａとは反対に位置する
第２端部１６ｂが、補助翼１０に対して移動する。スロット可変装置１６；２６；３６；
４６の構造、特に長手方向の長さＬによっては、および／または可能な伸展移動状態によ
っては、更に補助翼１０の後退時の主翼下面２３と補助翼下面２３ａの間のスロット９の
大きさによっては、シール装置もしくはスロット可変装置１６；２６；３６；４６は、ス
ロット９を全体的に（図１ａ）もしくは部分的に（図示略）覆う。一実施形態において、
スロット可変装置１６；２６；３６；４６が伸展状態の場合、スロット可変装置の第１端
部１６ａとは反対側の第２端部１６ｂは、主翼上面２２と主翼下面２３の間の遷移領域に
おける、主翼表面の一点に位置する。第２端部１６ｂを通る長手方向Ｌと、接点Ａで第２
端部１６ｂ上に位置する主翼の輪郭プロファイルとによって、もしくは接点Ａにおけるこ
のプロファイルの接線とによって、互いに鋭角が形成される。
【００３１】
　スロット作用構造において、スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、移動状態も
しくは変形状態となることが想定される。断面の長手方向シャフトは、翼厚方向と流入方
向、または翼深度方向にわたる平面に位置する。この移動状態もしくは変形状態とは、長
手方向シャフトが補助翼１０の表面輪郭の当該点から、第１端部１６ａを始点として主翼
２０に面する状態である。この場合、スロット可変装置の長手方向シャフトは、具体的に
は湾曲したプロファイルを有してもよい。この状態において、スロット可変装置１６：２
６：３６：４６は、補助翼ノーズエリア１１と補助翼背面領域１２の間における補助翼１
０の輪郭プロファイルを、補助翼下面２３ａにおいて少なくとも所々、好ましくは長手方
向Ｌのプロファイルにおいて追随するものであってもよい。スロット可変装置１６；２６
；３６；４６は、後退状態の場合、補助翼背面領域１２において補助翼１０の輪郭から所
定量突き出ることも可能である。ただし、空気力学的な不都合を生じないことを前提とす
る。また、スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、後退状態の場合、補助翼１０に
対して全体的にもしくは部分的に位置してもよい。伸展状態の場合、スロット可変装置の
第２端部１６ｂは、主翼下面２３の輪郭上に、もしくは主翼下面２３と主翼上面２２の間
の遷移領域の輪郭上に位置してもよい。
【００３２】
　故障時もしくは緊急時に補助翼１０の後退を妨げないように、また、補助翼１０の後退
時に主翼ノーズエリア２１を損傷しないように、スロット可変装置１６；２６；３６；４
６は、長手方向もしくはプロファイル翼弦方向において少なくとも所々で弾性的に曲がる
ように設計されてもよい（図７ａ参照）。この目的のために、シール要素は、軟質材料、
たとえばガラス繊維強化シリコーンで形成される。更にこのようなスロット可変装置１６
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；２６；３６；４６は、シール要素の形状が、補助翼１０のプロファイルすなわちプロフ
ァイル輪郭に一致する望ましい形状になるよう、十分な可撓性を備えている。
【００３３】
　本発明の第１実施形態のさまざまな変形例を、図１～図３に示す。スロット可変装置１
６；２６；３６；４６もしくはシール要素１６は可撓性があり、または可変もしくは移動
可能なキャンバーを有してもよい。これによって、補助翼１０が伸展状態の場合に、図１
ａ、図２ａ、図３ａに示す接触状態もしくは後退状態において、補助翼１０の空気力学的
プロファイルの一部は、すなわち空気力学的視点において、シール要素１６は、補助翼ノ
ーズエリア１１から補助翼背面領域１２までのプロファイル遷移部が途切れなく湾曲した
、補助翼１０の空気力学的プロファイルの一部をなす。具体的には補助翼１０がこの位置
の場合、後縁１６ｂへの接線が主翼２０の澱み点よりも上になってもよい。プロファイル
遷移部に急な変化が見られず、すなわちプロファイル遷移部が途切れなく傾斜し、かつ途
切れなく湾曲もしていると、境界層の分離を防ぐのにとりわけ有用である。更に図１ｂ、
図２ｂ、および図３ｂに示すように、補助翼１０が後退状態の場合、補助翼１０の後退時
に主翼２０と補助翼１０の間に残るスロット９を、下面もしくは伸展した翼の圧迫側にお
いて、全体的にもしくは少なくとも部分的に覆うよう、スロット可変装置１６；２６；３
６；４６は設計されてもよい。これはスロット内の流れに作用するか、あるいは主翼下面
２３と補助翼下面２３ａからスロットを介して流れるのを防ぐ。これらの実施形態による
と、プロファイル翼弦方向において、スロット可変装置１６の前端が、補助翼１０に取り
付け、固定、または統合される。
【００３４】
　図４～図８に示す好適な実施形態において、スロット可変装置２６；３６；４６は、中
心シャフト２８ａの周りに回転するよう搭載される作動部２８と、作動部の回転時にスラ
ット部が適宜折り込まれ、または広がるように、流れ方向Ｓもしくはプロファイル翼弦方
向Ｐの後端２８ｂに固定されるスラット部２９；３９；４９とを備える。回転シャフト２
８ａは、回転部内に配置されなくてもよく、運動用途によっては、回転部の外に配置され
てもよい。図５ａ～図５ｄに示すように、この場合、回転部の外形断面は、補助翼１０の
表面輪郭の一部をなしてもよい。本実施形態において、スラット部は剛性のあるスラット
部である。あるいはスラット部は、可撓性のあるスラット部、もしくは可変形状のスラッ
ト部であってもよい。
【００３５】
　スロット可変装置２６；３６；４６は、後退状態の場合、補助翼１０の輪郭に位置する
（図５ｄ，図６ｂ，図８ｅ）。スロット可変装置２６；３６；４６は、伸展状態の場合、
補助翼１０に接近した位置となる補助翼１０の所定位置を越えてスロット９を少なくとも
部分的に覆うように、補助翼１０の輪郭から離れて伸展する。補助翼１０の移動位置と、
スロット可変装置２６；３６；４６の回転位置との間が連結されるような好ましい状態に
おいて、補助翼１０が後退状態の場合（図５ｄ、図６ｂ、図８ｅ）、スロット可変装置２
６；３６；４６は、主翼２０と補助翼１０の間のスロット領域９を、下面において少なく
とも部分的にスラット部２９；３９；４９で覆う。補助翼１０の伸展時は（図４ａ、図４
ｂ、図５ａ、図５ｂ、図５ｃ、図６ｂ、図７ｂ、図８ａ）、スロット可変装置２６；３６
；４６のスラット部２９は、補助翼ノーズエリア１１から補助翼背面領域１２までの、補
助スラット１０の下面をなす湾曲したプロファイル遷移部に位置する。本発明の本実施形
態において、スロット可変装置２６；３６；４６は、補助翼１０に対して翼幅方向に延び
る軸線周りに回転するよう、すなわちプロファイル翼弦方向もしくは流れＳに面する側の
前端に搭載される。補助翼ノーズエリア１１から補助翼背面領域１２までの湾曲したプロ
ファイル遷移部をなす湾曲部２８；３８；４８は、たとえば図４、図５、図７、および図
８に示すように、翼幅方向に伸展する管の管状断面を有してもよい。あるいは図６に示す
ように、翼幅方向に伸展する管状セグメントの断面を有してもよい。
【００３６】
　本発明の一実施形態によると、スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、主翼２０
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と補助翼１０の間に作用する空気力学的な力によって移動可能に設計され、補助翼１０に
連結されてもよい。移動状態とはこの場合、スロット可変装置が、補助翼１０が伸展状態
の場合に補助翼３０の補助翼ノーズエリア１１から補助翼背面領域１２までのプロファイ
ル遷移部が湾曲した補助翼１０の空気力学的プロファイルの一部をなす後退状態と、補助
翼１０が後退状態の場合（図３ａと図３ｂ）に主翼２０と補助翼１０の間に残るスロット
領域９を下面においてスロット可変装置が少なくとも部分的に覆う伸展状態との間である
。
【００３７】
　図２、図４、図５、および図８に示す好適な実施形態において、スロット可変装置１６
；２６；３６；４６は、後退状態と伸展状態の間でスロット可変装置を移動可能とする駆
動装置５；１７；２７；３７；４７に連結される。補助翼１０が伸展状態の場合に、スロ
ット可変装置は、補助翼ノーズエリア１１から補助翼背面領域１２までのプロファイル遷
移部が湾曲した、補助翼１０の空気力学的プロファイルの一部をなす。あるいはスロット
可変装置は、該プロファイルを覆うか、または該プロファイル上に位置する。一方、補助
翼１０が後退状態の場合、スロット可変装置は、主翼２０と補助翼１０の間のスロット領
域９を下面において覆ってもよい。駆動装置は、スロット軸受装置を操作し、これによっ
てスロット可変装置の移動状態を制御する。
【００３８】
　駆動装置は、さまざまな方法で配置されてもよい。図２、図４ａ、および図８に示す実
施形態において、駆動装置１７；２７；４７は、スロット可変装置の外に配置される。変
形例において（図４ｂと図５）、駆動装置３７は、スロット可変装置内に配置されてもよ
い。具体的には駆動装置は、回転部内に配置されてもよく、すなわち補助翼ノーズエリア
１１から補助翼背面領域１２までの湾曲したプロファイル遷移部の領域に配置されてもよ
い。
【００３９】
　別の好適な実施形態によると（図８）、駆動装置４７の操作状態、すなわちスロット可
変装置４６の移動状態は、伸展または後退しながら補助翼１０に、すなわち補助翼１０の
位置に連結される。この連結は、たとえばセンサ６０を介して行ってもよい。センサ６０
は駆動装置に機能的に連結される。具体的にはセンサ６０は電気的または機械的に連結さ
れ、主翼２０に対する補助翼１０の移動状態（一つまたは複数の移動状態）に適切な信号
を、駆動装置に送信する。センサ６０はプローブであってもよく、スロット９が閉じると
き主翼ノーズエリア２１がプローブ６０に接触するように、主翼２０と補助翼１０の間に
配置される。これによってセンサ６０は、駆動装置を操作するのに適切な信号を、駆動装
置に送信する。図８ａは補助翼１０が完全に伸展した状態を示し、図８ｂは補助翼１０が
部分的に伸展した状態を示し、図８ｃは補助翼１０が完全に後退した状態を示す。
【００４０】
　回転部２８；３８；４８の湾曲は、図５ａ、図５ｂ、および図５ｃに例示するように、
スラット１０の空気力学的な特徴について、および駆動装置２７；３７；４７の統合につ
いて、利点となるものとする。
【００４１】
　本発明の実施形態と翼によると、スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、翼の長
手方向Ｌもしくはプロファイル翼弦方向に横断する方向において、少なくとも所々で変形
可能である。また、スロット可変装置１６；２６；３６；４６は、たとえば弾性的に曲が
るように製造過程で設計される。これによって、シール要素の故障時でも、補助翼１０の
伸展と後退を確実に行うことができる。これは、図４と図５の好適な実施形態として、図
７ａに例示される。
【００４２】
　別の好適な実施形態によると、図７ｂに例示すように、スロット可変装置は、補助翼１
０の窪み部もしくは凹部に少なくとも部分的に設けられてもよい。切欠部もしくは窪み部
は、断面が視野方向から流れ方向Ｓを横断する方向に延びる。この場合、密閉切欠部５０
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は、シール要素２６が回転可能になるように配置された状態で、補助翼１０に設けられて
もよい。所々湾曲した表面を備える回転部２８は、補助翼１０の主翼ノーズエリア２１に
接触する補助シール３０で密閉されてもよい。これは、回転部と、補助翼１０の内表面も
しくは接面との間の領域に流れが入るのを防ぐためである。このため、スロット可変装置
１６；２６；３６；４６によって、補助翼ノーズエリア１１から補助翼湾曲領域までが緩
やかなプロファイル遷移部となる。
【００４３】
　代わりにもしくは加えて、本発明のスロット可変装置は、主翼２０の後縁付近、すなわ
ち適切な流れＳとは反対側の端縁に配置されてもよい。この場合、上述した機能と特徴は
、前記スロット可変装置によって達成されてもよい。図９に、本発明の別の好適な実施形
態による、主翼２０と、主翼２０に統合される補助翼７０とを備える航空機翼の概略断面
図を示す。翼は、主翼２０によって形成される。主翼２０は、主翼上面２２と、主翼下面
２３と、空気力学的形状の後端、概して適切な流れ方向Ｓの流れに遠隔的に面する主翼背
面領域２５とを有する。高揚力フラップの補助翼７０、たとえば従来技術において周知の
ファウラーフラップ（Ｆｏｗｌｅｒ　ｆｌａｐ）は主翼２０の背面に配置され、主翼２０
に連結される。このフラップは、主翼背面領域２５に面する空気力学的形状のノーズ、す
なわち補助翼ノーズエリア７１を有する。また、このフラップは後退状態と伸展状態の間
で移動可能であり、これに伴い、スロット領域すなわちスロット７９は、主翼背面領域２
５と補助翼ノーズエリア７１の間で開く。
【００４４】
　可変形状のスロット可変装置もしくはシール要素７６は、主翼２０の背面に配置される
。スロット可変装置もしくはシール要素７６は、補助翼７０が伸展状態の場合に主翼２０
の空気力学的プロファイルの一部をなし、補助翼７０が後退状態の場合に主翼２０と補助
翼７０の間のスロット領域７９を、下面において少なくとも部分的に覆う。スロット可変
装置もしくはシール要素７６は、主翼下面２３と、背面もしくは主翼背面領域２５との間
のプロファイル遷移部に配置される。また、スロット可変装置もしくはシール要素７６は
、補助翼７０が伸展状態の場合に主翼下面２３から主翼背面領域２５までのプロファイル
遷移部が湾曲した主翼２０の空気力学的プロファイルの一部をスロット可変装置７６がな
す後退状態、接触状態、もしくは湾曲状態と、補助翼７０が後退状態の場合に主翼下面２
３と補助翼下面２３ａの間のスロット領域７９を少なくとも部分的にスロット軸受装置７
６が覆う伸展状態との間で、可変もしくは移動可能である。具体的にはスロット作用状態
は、スロット可変装置がスロット９を閉じるスロット閉状態であってもよい。
【００４５】
　図１～図８に示す好適な実施形態についての説明は、ここで同様に適用される。
　流れ方向Ｓもしくはプロファイル翼弦方向において、スロット可変装置７６の前端７６
ａは、主翼２０に固定される。図１～図３に示す好適な実施形態と同様に、スロット可変
装置７６は、翼のプロファイル翼弦方向において、少なくとも所々で弾性的に曲がるよう
に設計されてもよい。あるいはスロット可変装置７６は、柔軟に可変する曲率を有しても
よい。
【００４６】
　あるいはスロット可変装置は、回転可能な、または後退可能且つ伸展可能な剛性のある
部材であってもよい。図４～図８に示す好適な実施形態と同様に、スロット可変装置７６
は、翼幅方向に延びる軸線周りに回転可能になるよう、主翼２０に対して前端７６ａに搭
載されてもよい。これによって、後端７６ｂは、スロット可変装置の移動状態によって、
さまざまな位置になり得る。具体的には補助翼７０が伸展した場合、スロット可変装置７
６は、たとえば補助翼７０が伸展状態の場合に湾曲するように設計されたプロファイル遷
移部を、主翼下面２３から主翼背面領域２５までなすことができる。また、この状態にお
いて、スロット可変装置は湾曲形状を有することが可能となる。更に補助翼７０が後退状
態の場合、伸展状態にあるスロット可変装置は、主翼２０と補助翼７０の間のスロット領
域７９を、図９に示す流入方向Ｓもしくはプロファイル翼弦方向における後端７６ｂにお



(14) JP 2010-512274 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

いて、少なくとも部分的に覆うこともできる。
【００４７】
　スロット可変装置７６は、主翼２０と補助翼７０の間に作用する空気力学的な力によっ
て、湾曲構造と伸展構造の間で可変とされてもよい。
　一方、図２、図４、図５、および図７に示す好適な実施形態と同様に、スロット可変装
置７６は、接続される駆動装置５によって、湾曲構造と伸展構造の間で可変とされてもよ
い。
【００４８】
　駆動装置５は、シール要素７６に配置されてもよい。たとえば図４ｂと図５に示す好適
な実施形態と同様に、駆動装置５は、主翼下面２３から主翼背面領域２５までの湾曲した
プロファイル遷移部をなす、シール要素７６のスラット部７８ｂに配置されてもよい。
【００４９】
　別の実施形態において、たとえばレール（フラップトラック）に運動学的に連結された
駆動装置によってスロット可変装置７６が正方向の動作を行う場合、主翼２０の移動状態
に対する補助翼７０の伸展状態と後退状態の運動学的な連結に基づき、駆動装置はスロッ
ト可変装置７６を駆動できる。なお、レール（フラップトラック）とは、補助翼７０が主
翼２０に統合されるのに用いられるものである。
【００５０】
　上記のすべての好適な実施形態において、補助翼背面領域１２と主翼背面領域２５は、
補助翼１０もしくは７０が伸展状態の場合湾曲するように設計されたシール要素１６；２
６；３６；４６；７６によって、急な変化や途切れのない輪郭をなす。これによって、た
とえば特許文献４によって周知である一般に「スラットフック」と呼ばれる窪んだテーパ
のない（急な変化のない）従来の背面輪郭に比べ、ノイズを生じる渦形成を大幅に低減で
きる。
【００５１】
　スロット可変装置１６；２６；３６；４６の駆動装置は、スロット可変装置に一体的に
構成されてもよい。この場合、一つの表面に、もしくはスロット可変装置の長手方向Ｌに
伸展して互いに対となる二つの表面に固定される、一つまたは複数の圧電アクチュエータ
で形成されてもよい。この場合、収縮と伸張の作動モード用に設計され、適切に固定され
た圧電アクチュエータが、長手方向Ｌにおいてスロット可変装置の形状、特にキャンバー
を変更するように、スロット可変装置は可撓性をもつように設計されてもよい。圧電アク
チュエータは、たとえば圧電セラミック膜、薄板、ウエハ、またはファイバ（交差指電極
を備える圧電セラミックファイバなど）であってもよい。板状の複数の圧電アクチュエー
タは、互いに積層された別個の層であってもよい。あるいは圧電アクチュエータは、平ら
なアクチュエータステップを（多層構造の、もしくは二つの形態の）複数の板状に形成す
るように、予め作製されてもよい。上下に配置された圧電アクチュエータは、圧電効果ｄ
３１に基づくクイックパックであってもよい。あるいは圧電効果ｄ３３に基づく積層アク
チュエータであってもよい。
【００５２】
　この場合、少なくとも一つの圧電アクチュエータが、制御装置６によって能動的に駆動
されてもよい。あるいは複数の圧電アクチュエータを受動回路とし、スロット可変装置の
形状が、動き、すなわち初期の移動を増幅した動き、および／または初期の移動を継続し
た動きに基づき変形されてもよい。受動回路は、制御装置６を使わずにもしくは使って、
たとえば安全機能として形成されてもよい。この場合、圧電アクチュエータと、圧電アク
チュエータに連結した回路とは、拡張時に、スロット可変装置の後退方向もしくは伸展方
向における初期の移動に基づき、少なくともいくつかの圧電アクチュエータに駆動信号を
送信するように設計される。これは、初期に検出したスロット可変装置の動きを継続する
場合に、アクチュエータを操作するために行われる。圧電アクチュエータは、作動強化要
素を備えていてもよく、たとえば圧電アクチュエータの偏位を適切に変換するロッドであ
ってもよい。
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【００５３】
　更に上記の実施形態において、駆動装置（アクチュエータ装置）は、駆動装置５を駆動
するための制御装置６を備える操作装置４の一部であってもよい。この場合、駆動装置５
は、制御装置６で命令信号を受信する。命令信号の大きさは、スロット可変装置の移動状
態に対応する。
【００５４】
　本実施形態において、操作装置４は、制御装置６とアクチュエータ装置５ａ，５ｂとを
有する。操作装置４は、機能モジュールである航空機システムに機能的に一体化される。
この機能モジュールとは、たとえばソフトウェアモジュールによって、ハードウェア実装
機能（たとえばＡＳＩＣｓ）によって、もしくはこれらの機能をソフトウェアモジュール
として実装したコンピュータモジュールによって実現される。制御装置６を備える操作装
置４は、航空機電子システムの一部として、翼もしくは胴体に一体的に構成されてもよい
。
【００５５】
　制御装置６は、補助フラップ１０，７０の作動のための信号を生成する第１アクチュエ
ータ装置５ａと、スロット開閉装置１６；２６；３６；４６（スロット可変装置）の作動
のための信号を生成する第２アクチュエータ装置５ｂとに機能的に接続され、かつ好まし
くは通信可能な動作命令機能部を有する。第１アクチュエータ装置５ａと第２アクチュエ
ータ装置５ｂとは、アクチュエータ装置５に一体化されてもよい。これによって、制御装
置６は、第１命令線８ａによって、補助フラップ１０，７０を駆動もしくは移動するため
の第１アクチュエータ装置５ａに接続され、第２命令線８ｂによって、スロット開閉装置
１６；２６；３６；４６を駆動するための第２アクチュエータ装置５ｂに接続される。
【００５６】
　アクチュエータ装置５，５ａ，５ｂにおいて実行される機能によっては、第１命令線８
ａと第２命令線８ｂは、デジタル命令信号を送信するためのバスラインであってもよい。
あるいはアナログ信号線であってもよい。
【００５７】
　制御装置の命令に基づき、アクチュエータ装置５，５ａ，５ｂは、フラップ１０，７０
とスロット開閉装置１６；２６；３６；４６をそれぞれ作動させる。アクチュエータ装置
は、適宜電気的にもしくは油圧（水圧）的に動作してもよい。
【００５８】
　航空機は、各翼に、一つのフラップ１０，７０もしくは複数のフラップ１０，７０と、
一つもしくは複数のスロット開閉装置１６；２６；３６；４６とを備えてもよい。両翼の
フラップとスロット開閉装置１６；２６；３６；４６が第１アクチュエータ装置５ａと第
２アクチュエータ装置５ｂによってそれぞれ制御されるように、制御装置６と、第１アク
チュエータ装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂは、両翼の一つのフラップ１０，７０
もしくは複数のフラップに連結していてもよい。更に操作装置４は、第１アクチュエータ
装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂが、機能的に下記のものと連結するよう構成され
てもよい。
【００５９】
　・一つの翼において、一つのフラップと一つのスロット開閉装置、または一群のフラッ
プとスロット開閉装置；あるいは
　・両翼に対称に配置された一つのフラップと一つのスロット開閉装置、または一群のフ
ラップとスロット開閉装置
　後者の場合、複数の第１アクチュエータ装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂが、両
翼上で複数のフラップと複数のスロット開閉装置を作動させるために設けられてもよい。
あるいは両翼上で複数群のフラップと一つのスロット開閉装置を作動させるために設けら
れてもよい。
【００６０】
　以下に、一つのスロット開閉装置１６；２６；３６；４６を備える一つのフラップの作
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動例を説明する。上述の例では、上記の実施形態が類似した方法で適用される。
　第１アクチュエータ装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂの作動のための信号は、他
の航空機システム装置から動作命令機能部が受信した操作データ、または自身の動作命令
機能部によって生成された操作データに対して、制御装置の動作命令機能部によって生成
、測定、または計算されてもよい。これらの操作データは、たとえば飛行状態、または操
作システムモード（たとえば着陸、接近、もしくは開始）を説明もしくは定義するデータ
であってもよい。特にこれらの操作データもしくはその一部は、制御装置もしくは他の航
空機システムによって生成、測定、または計算され、他のシステム装置から制御装置６に
機能的に送信されてもよい。および／あるいはこれらの操作データもしくはその一部は、
たとえば他の航空機システム装置、自動パイロット、または手動入力装置（たとえばマン
―マシンインターフェース（ＭＭＩ）、パイロット制御装置、主要飛行システム、第２飛
行システム、およびナビゲーションシステム）のような操作装置４の外部に配置される。
【００６１】
　操作装置５の一実施形態において、操作データは、制御装置６の動作命令機能部に送信
される。これらの入力データに基づき、命令機能は、フラップ１０，７０の位置と、スロ
ット開閉装置１６；２６；３６；４６の位置とを計算し、計算した位置を、フラップ１０
，７０とスロット開閉装置１６；２６；３６；４６をそれぞれ作動させる第１アクチュエ
ータ装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂに送信する。また、この命令機能は、操作シ
ステム４の外部の他の航空機システム装置に一体化されてもよい。これによって、操作シ
ステムは、フラップ１０，７０とスロット開閉装置１６；２６；３６；４６の所望位置も
しくは公称位置を受信し、これらの位置を変更してもしくは変更せずに、フラップとスロ
ット開閉装置を作動させるためのアクチュエータ装置５ａ，５ｂにそれぞれ転送する。
【００６２】
　別の実施形態において、制御装置は、操作データ、たとえば飛行状態、操縦、または操
作システムモード（たとえば着陸、接近、もしくは開始）や、その様相を説明もしくは定
義するデータを、航空機システム装置から受信するように設計された命令機能部を有する
。命令機能部は、フラップおよび／またはスロット開閉装置の所望位置もしくは公称位置
を生成する。この目的のために、命令機能部は、予め定義された操作データが、フラップ
および／またはスロット開閉装置の所望位置もしくは公称位置に関係して設定されたテー
ブルを含んでもよい。操作データが入力されると、命令機能部は、即時飛行状態および／
またはシステム状態に対する、フラップおよび／またはスロット開閉装置の所望位置もし
くは公称位置を生成もしくは識別し、これらの位置データを、フラップとスロット開閉装
置を作動させる第１アクチュエータ装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂにそれぞれ送
信する。
【００６３】
　更に命令機能部には、高度および／もしくは速度などの飛行データに基づき、および／
または安全関連データなどの航空機システムデータ（たとえばスラット、フラップシステ
ム、もしくはその他のシステムにおける劣化故障）に基づき、即時飛行状態に対するフラ
ップおよび／またはスロット開閉装置の公称位置を生成する機能が一体的に設けられてい
る。これらの位置は、フラップとスロット開閉装置を作動させる第１アクチュエータ装置
５ａと第２アクチュエータ装置５ｂにそれぞれ送信される。
【００６４】
　命令機能部は、たとえば開始もしくは着陸などの操作システムモードにおいて、航空機
が予め定めた飛行状態（たとえば予め定めた位置、速度、および高度、もしくはそのうち
の一つ）に達した場合、実際の飛行状態の値が、比較機能によって予め定義された値に達
した場合、あるいは超えた場合、フラップおよび／またはスロット開閉装置に対する命令
を生成するように設計されてもよい。この機能は、ノイズおよび／もしくは安全に関する
必要条件に適合するように、特に危機的飛行段階において安全性を高めるために実行され
てもよい。
【００６５】
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　特にフラップ１０が後退位置の場合（図１ｂ）、スロット開閉装置は、スロット開閉装
置１６；２６；３６；４６が伸展するように、フラップ１０，７０の位置に依存して命令
されてもよい。
【００６６】
　更に動作命令機能部には、たとえば安全上の理由によって、対応する値が操作装置、別
の航空機システム装置によって受信された場合、フラップおよび／またはスロット開閉装
置の作動を止める機能が設けられてもよい。
【００６７】
　命令機能は、上記の状況に応じて、離散的ステップまたは連続的に、命令信号を生成す
るように設計されてもよい。
　第１アクチュエータ装置５ａと任意で第２アクチュエータ装置５ｂは、概して、フラッ
プ位置を計測するための少なくとも一つの位置センサ、および任意でスロット開閉装置の
位置センサに連結されてもよい。位置センサは、フラップおよび／またはスロット開閉装
置の実際位置をそれぞれ計測し、実際位置をフィードバックとして、第１アクチュエータ
装置５ａと第２アクチュエータ装置５ｂに送信する。故障検出のために、対応するアクチ
ュエータ装置５ａ，５ｂにおいて、または操作装置５の制御装置もしくは他のモジュール
において、または他の航空機システム装置において、公称値もしくは所望値と、実際値と
が比較される。この比較結果に基づき、制御装置は、フェールセーフコマンドを受信また
は生成し、たとえばフラップおよび／またはスロット開閉装置が作動しないようにしても
よい。
【００６８】
　制御装置は、アクチュエータ装置５ａ，５ｂ付近に配置されてもよい。この場合は、制
御装置もしくは制御装置の一部（たとえば動作命令機能）は、第１動作命令信号と第２動
作命令信号をそれぞれ送信するためのアクチュエータ装置５ａ，５ｂに機能的に接続され
てもよい（「スマートアクチュエータ」）。この場合、好ましくはデジタルバスラインが
、フラップとスロット開閉装置の所望値もしくは公称位置の値を生成する制御装置の制御
機能に、アクチュエータ装置を接続する。
【００６９】
　命令機能部は、フラップ２が伸展する速度よりも速い速度で、スロット９を開く命令信
号を生成するように、構成されてもよい。
　スロット９は、たとえば図４～図８に示すように、翼幅方向に延びる軸線周りで、スロ
ット開閉装置１６；２６；３６；４６を回転もしくは傾斜させることによって開かれても
よい。あるいはスロット９は、たとえば図１に示すように、スロット開閉装置１６；２６
；３６；４６の形状を変化させることによって開かれてもよい。あるいはスロット９は、
フラップ１０，７０の開口を介してスロット開閉装置１６；２６；３６；４６を伸展もし
くは後退させることによって開かれてもよい。
【００７０】
　スロット３は、フラップ２の位置に独立して、もしくは依存して開かれるアクチュエー
タ装置５によって開かれてもよい。
　アクチュエータ装置５は、一つまたは複数のモータによって操作されてもよい。
【００７１】
　たとえばアクチュエータ装置５は、自身の内部部材のバネ力もしくは弾性変形によって
、操作されてもよい。
　スロット３は、外部から供給された信号に応じて、たとえばキャッチまたは他のロック
を解除することによって開かれてもよい。また、スロット３は、一つまたは複数のモータ
によって閉じられてもよい。
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